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  ○今回のトピックスは、新車の「燃費」に関する内容をご紹介します

「カタログ記載の燃費と実際の燃費が異なる」
（一般消費者からの相談）

　最近、消費者の「燃費」への関心が高まっていることから、「ＴＶＣＭや広告、カタログに記載
されている燃費は、どのような数値なのか」、「カタログでは燃費○○km/lとなっているが、実際
の燃費はどれくらいなのか」というような内容の相談も見受けられます。
　今回は「燃費」に関連した相談内容をご紹介します。

 

  ・新車の契約・取引に関する相談　 ……「納車されたクルマが展示車だった」
  ・中古車の契約・取引に関する相談 ……「修復歴の表示について」
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  「カタログ記載の燃費と実際の燃費が異なる」
（一般消費者からの相談）

 

 

　商談の際、燃費の良いクルマということで担当者に相談。実際の燃費はカタログ記載の燃費数値
の６~７割程度との説明を受けて購入した。ところが、実際に走ってみると、燃費はカタログの数
値の５割にも満たなかった。クルマに問題があるとしか思えないので、車両交換してほしい。
（主に子供の送迎、買い物等に使用。担当者には使用状況は伝えていなかった。）

・担当者がお客様のクルマの使用状況等を確認しないまま、実際の燃費はカタログ記載の数値の６
~７割であると説明している点

 　実際の燃費は、一般的にはカタログ記載の燃費数値の６~７割程度であることが多いようで
すが、これはクルマの使用環境や使用状況、運転方法によって異なるものですので、カタログ
数値の５割にも満たないからと言って、必ずしもクルマに問題があるとは言えません。
　クルマの使用状況等を担当者に伝え、燃費を向上させるための運転方法（エコドライブ）等
について相談してみると良いのではないでしょうか。
　なお、それでも燃費が向上しない、あるいは、使用状況等を勘案しても燃費が悪いというこ
とであれば、クルマに不具合があることも考えられますので、販売店に点検してもらうことを
お勧めします。

 

 

  商談の際、燃費に関する説明を行う場合には、次の点に注意して下さい●

・カタログや広告等に記載されている燃費は公式テスト値であり、走行条件によって異なることを
説明すること。

・燃費に関する相談では、「実際の燃費はカタログ数値の７割くらい…との説明を受けて購入した
にもかかわらず、実際の燃費はそれを下回っている」というケースが見受けられます。しかし、
例え一般的に７割くらいということが言われていても、燃費はお客様の使用状況や環境等によっ
て異なるものですので、一概に言えるものではありません。お客様の使用状況等をお聞きした上
で、説明は慎重に行うべきです。

・社内で試乗車等の燃費を測定して、その結果を参考数値として、お客様に説明している販売店も
あります。

・お客様に燃費を良くするための運転のポイント（無駄なアイドリング、急発進急加速を控える、
タイヤの空気圧のチェック、必要のない荷物は積まない…等）をアドバイスしている販売店もあ
ります。

 



  「納車されたクルマが展示車だった」
（一般消費者からの相談）

 

 

　新車を購入したのだが、納車されたクルマは展示車であった。商談時、展示車は納めない条件で
契約していたので納得がいかない。車両交換してほしい。

・展示車は納めない条件で契約していたにもかかわらず、展示車を納車している点

 　展示車は納めないことを条件として契約していたにもかかわらず、展示車を納められたわけ
ですから、車両交換も含め販売店と話し合いをして、納得のいく対応を求めることが考えられ
ます。

 

 

  「修復歴の表示について」
（一般消費者からの相談）

 

 

　販売店の店頭で「修復歴なし」の中古車の購入を決め、後日、納車されたが、しばらくたってリ
アフェンダーにひび割れが発生していることに気がついた。販売店に申し出たところ、リアフェン
ダーにヘコミがあったため、パテ埋めで補修していたことがわかった。補修しているのに「修復歴
なし」と表示しているのはおかしくないか。

・納車後に補修した箇所にひび割れが生じている点

 　リアフェンダーを補修してあるにもかかわらず「修復歴なし」であるのは、おかしいのでは
ないかとのことですが、自動車業界のルールでは、車体の骨格に当たる部位に修正、交換歴が
あるものを「修復歴あり」として表示することを義務づけています。今回のケースはリアフェ
ンダーの補修ということで修復歴には該当していないため、「修復歴なし」の表示であったも
のと考えられます。
　なお、販売店はリアフェンダーのヘコミを補修するために板金修理を行ったとのことです
が、納車後、間もないのにひび割れが生じるような状態であれば、再度、きちっと直してもら
うように販売店に申し出をするべきです。

 

 




